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回  答  書 
 

業 務 名 いなべ市立笠間こども園再建事業園舎設計業務 

回 答 者 いなべ市 健康こども部 保育課 

№ 質問事項及び内容 回 答 

１ 

2.参加資格-ウ について 

 

共同企業体での参加は可能でしょう

か。その場合、「平成 27 年 4 月 1 日

以降において、1 棟当たりの延べ面積 

1,000 ㎡²以上の認可保育園、幼保連

携型認定こども園、保育所型認定こど

も園、幼稚園型認定こども園、幼稚園

又は小学校(以下「保育園等」という。) 

の新築、増築(既存部分の面積を除

く。)又は改築に係る基本設計から実

施設計までの業務を元請け事業者と

して履行した実績を有すること。」の

条件においては共同企業体のうち１

社以上が満たしていればよろしいで

しょうか。 

共同企業体が、本プロポーザルに参加する者

として、「公告２参加資格（1）参加者の要件」

を全て満たしていることが必要となりますの

で、(1)ウは、共同企業体として、いなべ市入札

参加資格者名簿に登録されていることを求めま

す。また、(1)エは、共同企業体としての実績を

求めますので、共同企業体の構成員の実績は、

参加資格における履行実績として認めません。 

２ 

当該参加者における協力事務所の重

複参加の可否について 

 

当該参加者における協力事務所は、ほ

かの参加者若しくは他の参加者の協

力事務所としての重複参加は認めら

れますでしょうか。 

「公告２参加資格（3）配置技術者について」

に記載のとおり、構造主任技術者、電気設備主

任技術者及び機械設備主任技術者に配置される

協力者（協力事務所）は、他の参加者の協力者

（協力事務所）となることはできません。 

それ以外の協力者（協力事務所）は、他の参

加者の協力者（協力事務所）との重複参加を認

めます。 

なお、本業務の一部を再委託する場合には、

その内容にかかわらず、様式４－２に委託先の

名称等を記載してください。欄が足らない場合

は、ページ数を増やし、通し番号を振り直して

対応してください。 
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３ 

配置技術者について 

 

様式 4-1 備考欄に、「管理技術者及び

意匠主任技術者は、参加申込書の提出

者の組織と直接かつ恒常的な雇用関

係が３か月以上あることを証明する

書類（健康保険証、雇用保険者証等の

写し）を添付してください。」とあり

ますが、配置予定の者が大学兼務のた

め、弊社の労働者名簿・雇用保険証は

ありません。建築士法 23 条の 2 五

号により県知事（指定事務所登録機

関 ）へ提出している所属建築士名簿

により、一級建築士として所属してい

ることを確認できるので、技術者とし

て配置させて頂いてよろしいでしょ

うか。 

所属建築士名簿を、直接かつ恒常的な雇用関

係が３か月以上あることを証明する書類として

認めることはできません。参加申込書の提出者

の組織と直接かつ恒常的な雇用関係が３か月以

上あることが確認できる書類を添付してくださ

い。 

 提出書類の内容によっては、要件確認のため

に、追加資料を求める場合があります。 

４ 

公告１項-２ 

 

共同企業体での参加は可能でしょう

か。 

可の場合、 

①構成員も参加資格の要件を満たす

必要はありますでしょうか。要の場

合、構成員の代表者が以前所属してい

た企業で元請けとして履行した業務

は、構成員の実績として認められます

でしょうか。 

②構成員の業務実績は配点対象とな

りますでしょうか。 

質問番号１の回答のとおり。  

 

５ 

プロポーザル説明書２項-４(２)２次

審査について 

 

「２次審査において最も高い得点を

得た提案者を当該業務委託候補者と

し」とありますが、１次審査はあくま

で２次審査対象者を選定するための

ものであり、１次審査の点数は２次審

査に影響を及ぼさないとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

「プロポーザル説明書４審査及び選定(2)２

次審査」に記載のとおり、本プロポーザルは、

２次審査において最も高い得点を得た提案者を

業務受託候補者としますので、２次審査におい

ては、１次審査の採点を加味しません。 

６ 

プロポーザル説明書４項-７(２)失格

事項について 

 

意図しない接触を避けるためにも、審

査委員を公表していただけないでし

ょうか。 

審査の公正及び中立性を確保するとともに、

委員への不当な接触や働きかけを未然に防止す

る観点から、審査委員は、非公表としておりま

す。 

意図しない接触についても、非公表とするこ

とで委員の匿名性を保ち、審査の独立性を担保

することを目的としています。 
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７ 

特記仕様書３項-第２-１(２)追加業務

の内容及び範囲について 

 

記載の業務内容及び範囲にかかる費

用は、本業務の契約金額にすべて含ま

れるとの認識でよろしいでしょうか。 

よろしい。 

 

８ 

特記仕様書３項-第２-１(２)追加業務

の内容及び範囲について 

 

模型製作を BIM の３D モデルで代替

することは可能でしょうか。 

 模型は、情報の一覧性や、直感的なスケール

感の把握によって、関係者間の理解と円滑な合

意形成を図る上で不可欠なツールであると考え

ているため、３D モデルによる代替は不可とし

ます。 

 ただし、３D モデルの作成自体を制限するも

のではなく、各段階の検討を補完する資料とし

て適宜活用いただくことは可能です。 

９ 

特記仕様書３項-第２-２(４)配置技術

者の資格要件について 

 

積算技術者に資格要件は求めないと

の認識でよろしいでしょうか。 

積算業務にあたる技術者に資格要件は求めま

せんが、業務の正確性や信頼性を期すため、建

築積算士等の有資格者の配置や、十分な実務経

験を有する者の配置等、適正な履行体制の確保

に努めてください。 

10 

様式５受賞実績について 

 

「公共団体、建築学会、建築設計団体

等の建築コンクール等の受賞歴を対

象とします」とありますが、主催団体

による配点差はありますでしょうか。

またその他要記入事項の記入内容に

よる配点差はありますでしょうか。 

ある場合はそれぞれの配点を開示い

ただけないでしょうか。点の開示が難

しい場合は優劣だけでも公表してい

ただけないでしょうか。複数の記入候

補があり、選択の判断が難しいです。 

受賞実績について、主催団体による配点差は

ありません。 

様式５の記載に当たっては、本回答書末尾の

「その他の指示事項」に従い記載してください。 

11 

様式６-１、７-１、８-１、９-１、１

０-１評価対象業務の実績について 

 

要記入事項への記入内容による配点

差はありますでしょうか。 

ある場合はそれぞれの点数を開示い

ただけないでしょうか。点数の開示が

難しい場合は優劣だけでも公表して

いただけないでしょうか。 

各技術者の業務実績等について、建築ＣＰＤ

による能力開発度の配点はそれぞれ２点ずつで

す。評価対象業務の実績の配点詳細（１件当た

りの配点）は公表しません。 

様式６－１、７－１、８－１及び９－１の記

載に当たっては、本回答書末尾の「その他の指

示事項」に従い記載してください。 
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12 

配置技術者について 

 

公告 2 参加資格 (2)配置技術者

の要件 イより、 

管理技術者及び意匠主任技術者は記

載の通り、保育園等の設計実績がある

ものに限るが、その他、構造及び設備

主任技術者については、評価対象業務

の有無は別として、実績がないもので

も配置が可能であるということで間

違いないか。 

「公告２参加資格(2)配置記技術者の要件」に

記載のとおり、構造主任技術者、電気設備主任

技術者及び機械設備主任技術者については、保

育園等の設計実績がなくても、本業務の配置技

術者として、本プロポーザルに参加することは

できます。 

13 

1 次審査の配点について 

 

説明書 4 審査及び選定 (1)1 次審

査(書類審査)より、 

1 次審査提出前時点で各実績の配点

の詳細は公表可能か 

(実績数がいくつあれば満点をとれる

か、CPD 単位の配分等) 

質問番号 10、11 の回答のとおり。 

14 

一次審査 様式５補足 

受賞実績 

 

受賞実績３について受賞実績１，２以

外の業務と記載がありますが、実施設

計で受賞した案件を「受賞実績３」に

記載しても宜しいですか。ご教授願い

ます。 

実施設計のみの受賞実績は、評価の対象とし

ません。基本設計から実施設計までの設計で受

賞した実績であることの確認のために、追加資

料を求める場合があります。 

 

15 

協力事務所の名称等（様式４－２） 

 

公告の２参加資格、(2)、(3)配置技術

者については協力者（協力事務所）の

条件記載が有りますが、特記仕様書に

は敷地測量業務、地質調査（ボーリン

グ等業務）などの専門分野の協力事務

所については今回は記載は不要です

か。ご教授願います。 

本業務の一部を再委託する場合には、その内

容にかかわらず、様式４－２に委託先の名称等

を記載してください。欄が足らない場合は、ペ

ージ数を増やし、通し番号を振り直して対応し

てください。 

 

16 

各主任技術者の業務実績詳細（様式

7-2、8-2、9-2､10-2）記載について 

 

各主任技術者の業務実績詳細には各

担当者実績に記載した中から代表的

な実績を記載するとあります複数の

案件がある場合には先に記載した案

件が重複しないように記載が必要で

すか。ご教授願います。 

他の分野の技術者の実績と重複しても構いま

せんので、代表的な実績について記載してくだ

さい。 
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17 

各主任技術者の業務実績詳細（様式

7-2、8-2、9-2､10-2）記載について 

 

管理技術者の業務実績詳細と同じ案

件であれば各担当技術者の業務実績

詳細には同様の記載を記入するので

はなく、「管理技術者の業務実績詳細

に同じ」と書面に記載する方法でもよ

ろしいですか。ご教授願います。 

代表的な実績が、他の分野の技術者の実績と

重複する場合であっても、業務実績詳細には、

省略することなく、同様の記載をしてください。 

18 

技術提案書 様式 5 

 

企業の業務実績等で「基本設計から実

施設計までの業務」は別契約でも実績

として認められるでしょうか。 

同一建築物の設計であれば、基本設計と実施

設計が別契約であっても、あわせて１つの実績

として認めます。 

19 

技術提案書 様式 6-1、7-1、8-1、9-1、

10-1 

 

各技術者の実績で「基本設計から実施

設計までの業務」は別契約でも実績と

して認められるでしょうか。 

質問番号 18 の回答のとおり。 

20 

様式の編集について、各様式の枠のサ

イズ変更等や、行数を増減させたりす

るなどのレイアウト変更は認められ

ますでしょうか。 

記載する文字サイズ等の調整によることを原

則としますが、記載文字の判別が困難になる等、

やむを得ない場合には、枠の幅・高さ調整等、

軽微なレイアウト変更は可とします。 

ただし、項目の入れ替や、様式４－２以外は

ページ数を増やすことを禁止します。 

21 

様式５  

 

企業の業務実績等における評価対象

業務の実績が、５件以上ある場合につ

いて、何を優先して記載すべきか判断

が難しいため、優先される評価基準を

教えて頂けないでしょうか。（受注形

態・用途・規模など） 

本回答書末尾の「その他の指示事項」に従い

記載してください。 

22 

様式６  

各技術者の業務実績等における評価

対象業務の実績が、５件以上ある場合

について、何を優先して記載すべきか

判断が難しいため、優先される評価基

準を教えて頂けないでしょうか。（受

注形態・用途・規模など） 

本回答書末尾の「その他の指示事項」に従い

記載してください。 
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23 

建築 CPD の実績証明書は、「公益社

団法人 日本建築士会連合会」の発行

する建築 CPD 実績証明書でもよろし

いでしょうか？ 

（公財）建築技術教育普及センターを事務局

とする建築 CPD 運営会議の発行する建築 CPD

実績証明書を添付してください。 

24 

①審査方法について 

（02_いなべ市_プロポ説明書-４ 審

査及び選定) 

 

1次審査と2次審査の採点は別々に評

価されるのでしょうか。それとも合算

して評価されるのでしょうか。 

質問番号５の回答のとおり。 

25 

 

②測量図 CAD データの提供可否 

（04_特記仕様書-資料１ 平面実測図

/資料２現況測量図) 

 

04_特記仕様書に添付されている資料

1「平面実測図」および資 

料 2「現況測量図」について、CAD

データをご提供下さい。 

「設計業務委託特記仕様書別紙１設計に際し

ての留意事項書２敷地利用計画における留意事

項」に記載のとおり、２次審査対象者には cad

データを提供予定です。 

26 

実績について 

 

「基本設計から実施設計までの業務

を遂行した実績を有すること」とあり

ますが、弊社では基本設計と実施設計

を、それぞれ契約した実績がありま

す、その場合は、基本設計と実施設計

の 2 つの契約を１つの実績として記

載することは可能でしょうか。 

質問番号 18 の回答のとおり。 

27 

実績について 

 

設計監理業務での契約のため、契約と

しては完了していませんが、設計は完

了して、現在は工事監理中の業務があ

りますが、設計業務の実績として認め

られますでしょうか。 

設計業務の部分が履行完了していれば、実績

として認めます。 

この場合、設計業務の部分が履行完了してい

ることが分かる資料を添付してください。 
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28 

実績について(業務の立場の証明) 

 

「業務の立場のわかる資料」とありま

すが、弊社では立場を記載した、契約

履行証明書を令和 6 年に頂いたこと

がありますが、その証明書は有効でし

ょうか。また、構造、電気、機械の場

合、協力者として業務を遂行している

場合も多く、証明書の入手が困難であ

る可能性があると思いますが、その場

合は、どの様な書類をもって実績や業

務の立場を証明すればよろしいでし

ょうか。 

ご質問の「立場を記載した、契約履行証明書」

がどのようなものなのか分かりかねますが、客

観的に実績や立場が判断できる資料であれば有

効です。 

協力者として業務の立場が分かる資料も同様

に、客観的に実績や立場が判断できる資料を添

付してください。 

資料の添付がない場合は、評価採点すること

はできません。 

 

29 

配点について(企業の業務実績) 

 

評価対象業務の実績が 5 件まで記載

する事ができ、配点としては 10 点で

すが、1 件につき 2 点と考えてよろし

いですか。 

評価対象業務の実績の配点詳細（１件当たり

の配点）は公表しません。 

様式５の記載に当たっては、本回答書末尾の

「その他の指示事項」に従い記載してください。 

30 

配点について(技術者の業務実績等) 

 

管理技術者及び意匠主任技術者の配

点は 22 点、構造、電気設備および機

械設備主任技術者の配点は 12 点とあ

りますが、建築 CPD による能力開発

度と評価対象業務の実績のそれぞれ

の配点を教えてください。また、上記

と同じ様な質問になりますが、実績は

1 件につき何点という配点になるの

でしょうか。 

質問番号 11 の回答のとおり。 
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31 

技術提案書について 

 

2 次審査対象者に選定されたあと、2

次審査の技術提案書を提出しない場

合は、自動的に辞退とみなされます

か。 

期限までに技術提案書（２次審査用）を提出

しない場合は、辞退（失格）とします。 

 

 

 

そ の 他 の 指 示 事 項 

・様式５ について 

評価対象業務の実績欄は、受注形態が「単独」の実績を優先して記載し、５件に満たないとき

は、受注形態が「JV」の実績、「協力」の実績の順に優先して記載してください。用途・構造・

規模は、要件を満たしていれば、配点差はありません。 

受賞実績欄は、受賞実績の区分を「受賞実績１」、「受賞実績２」、「受賞実績３」の順に優先し

て記載してください。各区分の要件を満たしていれば、同一区分内で配点差はありません。 

 

・様式６－１、７－１、８－１、９－１について 

評価対象業務の実績欄は、「管理技術者」の立場での実績を優先して記載し、５件に満たないと

きは、「（各）主任技術者」の立場での実績、「（各）担当技術者」の立場での実績の順に優先し

て記載してください。用途・構造・規模は、要件を満たしていれば、配点差はありません。 

 

※この回答書はプロポーザル説明書の追補とみなします。 


